


                        事 務 連 絡 
                           令和２年４月２８日 

 
都道府県 

各 指定都市  民生主管部（局） 御中 

中 核 市 

 

 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

 
 

リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所 

のサービス継続支援」について 

 

 
新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、多大なご尽力をいただいてお

りますこと感謝申し上げます。 

新型コロナウイルスの感染症に係る通所介護事業所（地域密着型通所介護及び認

知症対応型通所介護を含む。以下同じ）の人員基準等の取扱いについては、これま

でも「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて」（令和２年２月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進

室ほか連名事務連絡）等においてお示ししているところです。 

今般、通所介護事業所において活用が可能な人員基準上及び介護報酬上の特例に

ついて、分かりやすくお伝えする観点から、別添の通りリーフレットを作成いたし

ました. 

つきましては、管内の通所介護事業所等に対して周知をお願いするとともに、都

道府県におかれましては、管内市区町村に対する周知をお願いいたします。 

 

【別添】 

「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援」 




